
 

一 

 
 

 

消
費
者
契
約
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
（
抄
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

○
消
費
者
契
約
法 

（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

 

第
二
章 

消
費
者
契
約 

 
 

第
一
節 

消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消
し

（
第
四
条
―
第
七
条
） 

 
 

第
二
節 

消
費
者
契
約
の
条
項
の
無
効
（
第
八
条
―
第
十
条
） 

 
 

第
三
節 

補
則
（
第
十
一
条
） 

 

第
三
章 

差
止
請
求
及
び
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟 

第
一
節 

差
止
請
求
権
及
び
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
の
追
行
（
第
十
二

条
・
第
十
三
条
） 

 
 

第
二
節 

適
格
消
費
者
団
体 

 
 

 

第
一
款 

適
格
消
費
者
団
体
の
登
録
等
（
第
十
四
条
―
第
二
十
三
条
）

 
 

 

第
二
款 

差
止
請
求
関
係
業
務
及
び
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
関
係
業
務

等
（
第
二
十
四
条
―
第
三
十
条
） 

 
 

 

第
三
款 

監
督
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
五
条
） 

 
 

 

第
四
款 

補
則
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
条
） 

 
 

第
三
節 

差
止
請
求
に
係
る
訴
訟
手
続
等
の
特
例
（
第
四
十
一
条
―
第
四

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消
し

（
第
四
条
―
第
七
条
） 

第
三
章 

消
費
者
契
約
の
条
項
の
無
効
（
第
八
条
―
第
十
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
） 

附
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二 

十
三
条
） 

 
 

第
四
節 

損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
手
続
の
特
例
等 

 
 

 

第
一
款 

損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
に
係
る
訴
訟
手
続
の
特
例
（
第
四
十

四
条
―
第
五
十
四
条
） 

 
 

 

第
二
款 

配
当
等 

 
 

 
 

第
一
目 

通
則
（
第
五
十
五
条
―
第
六
十
一
条
） 

 
 

 
 

第
二
目 

配
当
（
第
六
十
二
条
―
第
六
十
九
条
） 

 

第
四
章 

雑
則
（
第
七
十
条
） 

 

第
五
章 

罰
則
（
第
七
十
一
条
―
第
七
十
八
条
） 

 

附
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
情
報
の
質
及
び
量
並
び

に
交
渉
力
の
格
差
に
か
ん
が
み
、
事
業
者
の
一
定
の
行
為
に
よ
り
消
費
者
が

誤
認
し
、
又
は
困
惑
し
た
場
合
に
つ
い
て
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の

意
思
表
示
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
の

損
害
賠
償
の
責
任
を
免
除
す
る
条
項
そ
の
他
の
消
費
者
の
利
益
を
不
当
に
害

す
る
こ
と
と
な
る
条
項
の
全
部
又
は
一
部
を
無
効
と
す
る
ほ
か
、
消
費
者
の

被
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
適
格
消
費
者
団
体
が
事
業
者
等
に

対
し
差
止
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
及
び
消
費
者
の
被

害
の
救
済
を
図
る
た
め
適
格
消
費
者
団
体
が
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟
を
追
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
を

           

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
情
報
の
質
及
び
量
並
び

に
交
渉
力
の
格
差
に
か
ん
が
み
、
事
業
者
の
一
定
の
行
為
に
よ
り
消
費
者
が

誤
認
し
、
又
は
困
惑
し
た
場
合
に
つ
い
て
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の

意
思
表
示
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
の

損
害
賠
償
の
責
任
を
免
除
す
る
条
項
そ
の
他
の
消
費
者
の
利
益
を
不
当
に
害

す
る
こ
と
と
な
る
条
項
の
全
部
又
は
一
部
を
無
効
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消

費
者
の
利
益
の
擁
護
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
向
上
と
国
民
経
済

の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  



 

三 

図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
定
向
上
と
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

１
～
３ 

（
略
） 

４ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
適
格
消
費
者
団
体
」
と
は
、
第
十
四
条
の
登
録
を

受
け
た
消
費
者
団
体
（
消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）

第
八
条
の
消
費
者
団
体
を
い
う
。
）
を
い
う
。 

 
 

 

第
二
章 

消
費
者
契
約 

  
 

 
 

第
一
節 

消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
取

消
し 

 

（
媒
介
の
委
託
を
受
け
た
第
三
者
及
び
代
理
人
） 

第
五
条 

前
条
の
規
定
は
、
事
業
者
が
第
三
者
に
対
し
、
当
該
事
業
者
と
消
費

者
と
の
間
に
お
け
る
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
媒
介
を
す
る
こ
と
の
委

託
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
委
託
」
と
い
う
。
）
を
し
、
当
該
委
託
を

受
け
た
第
三
者
（
そ
の
第
三
者
か
ら
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託

を
含
む
。
）
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
「
受
託
者
等
」
と
い
う
。
）
が
消
費

者
に
対
し
て
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
当

該
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
事
業
者
又
は
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受

託
者
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
定
義
） 

第
二
条 

１
～
３ 

（
略
） 

（
新
設
） 

   
 

 

第
二
章 

消
費
者
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消

し 

（
新
設
） 

  

（
媒
介
の
委
託
を
受
け
た
第
三
者
及
び
代
理
人
） 

第
五
条 

前
条
の
規
定
は
、
事
業
者
が
第
三
者
に
対
し
、
当
該
事
業
者
と
消
費

者
と
の
間
に
お
け
る
消
費
者
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
媒
介
を
す
る
こ
と
の
委

託
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
委
託
」
と
い
う
。
）
を
し
、
当
該
委
託
を

受
け
た
第
三
者
（
そ
の
第
三
者
か
ら
委
託
を
受
け
た
者
（
二
以
上
の
段
階
に

わ
た
る
委
託
を
受
け
た
者
を
含
む
。
）
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
受
託
者
等
」

と
い
う
。
）
が
消
費
者
に
対
し
て
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る

行
為
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二

項
た
だ
し
書
中
「
当
該
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
事
業
者
又
は
次
条
第

一
項
に
規
定
す
る
受
託
者
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



  

四 

２ 

消
費
者
契
約
の
締
結
に
係
る
消
費
者
の
代
理
人
（
復
代
理
人
（
二
以
上
の

段
階
に
わ
た
り
復
代
理
人
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
、
事
業
者
の
代
理
人
及
び
受
託
者
等
の
代
理
人
は
、
前
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
及
び
第
七

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
消
費
者
、
事

業
者
及
び
受
託
者
等
と
み
な
す
。 

 

（
取
消
権
の
行
使
期
間
等
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
詐
欺

又
は
強
迫
を
理
由
と
し
て
取
消
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て

い
る
株
式
若
し
く
は
出
資
の
引
受
け
又
は
基
金
の
拠
出
が
消
費
者
契
約
と
し

て
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
株
式
若
し
く
は
出
資
の
引
受
け
又
は
基
金
の
拠

出
に
係
る
意
思
表
示
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
第

五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
取
消

し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

     

（
削
る
） 

２ 

消
費
者
契
約
の
締
結
に
係
る
消
費
者
の
代
理
人
、
事
業
者
の
代
理
人
及
び

受
託
者
等
の
代
理
人
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
前
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
消
費
者
、
事
業
者
及
び
受
託
者
等
と
み
な
す
。 

   

（
取
消
権
の
行
使
期
間
等
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
百

二
条
第
四
項
及
び
第
二
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の

法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
（
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

消
費
者
契
約
と
し
て
の
株
式
の
引
受
け
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
二
条
第
四
項
中
「
錯

誤
を
理
由
と
し
て
設
立
時
発
行
株
式
の
引
受
け
の
無
効
を
主
張
し
、
又
は
詐

欺
若
し
く
は
強
迫
を
理
由
と
し
て
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
法
第
二
百
十
一
条

第
二
項
中
「
錯
誤
を
理
由
と
し
て
募
集
株
式
の
引
受
け
の
無
効
を
主
張
し
、

又
は
詐
欺
若
し
く
は
強
迫
を
理
由
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
消
費
者
契
約
法

第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
同
法
第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
三
章 
消
費
者
契
約
の
条
項
の
無
効 



 

五 

 
 

 
 

第
二
節 

消
費
者
契
約
の
条
項
の
無
効 

第
八
条
～
第
十
条 

（
略
） 

（
削
る
） 

 
 

 
 

第
三
節 

補
則 

 

（
他
の
法
律
の
適
用
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

 
 

 

第
三
章 

差
止
請
求
及
び
損
害
賠
償
等
団
体
訴
訟 

第
十
二
条
～
第
六
十
九
条 

（
略
） 

 
 

 

第
四
章 

雑
則 

第
七
十
条 

（
略
） 

 
 

 

第
五
章 

罰
則 

第
七
十
一
条
～
第
七
十
八
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

第
八
条
～
第
十
条 

（
略
） 

 
 

 

第
四
章 

雑
則 

（
新
設
） 

 

（
他
の
法
律
の
適
用
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

  

 
 

 


